
２－１ 課 税 状 況

!１ 本年分の課税状況

区 分 人 員 総所得金額等 申告納税額等

所

営 業 所 得 者

人 員 総所得金額等 申告納税額

人 千円 千円 人 千円 千円

確 定 申 告

修 正 申 告

決 定 ・ 増 額 更 正

減 額 更 正

更 正 請 求

異 議 申 立 決 定 等

１，００９，５１２

５７３

－

２

３

－

５，２５９，２２３，４２７

４，５２９，４１７

－

△ １４，２６１

△ ７８，７８３

－

３１０，７９０，６４６

３５２，９３２

－

△ ７，２３１

△ １１，２６２

－

２４１，０６４

７０

－

－

－

－

７３５，８３２，４８３

２７３，５２０

－

－

２０２

－

３４，１１７，１７８

２２，５３１

－

－

△ １２

－

計 ※実 １，０１０，０８０ ※５，２６３，６５９，８００ ※ ３１１，１２５，０８５ ※実２４１，１３４ ※７３６，１０６，２０５ ※３４，１３９，６９７

法第１０３条による税額 ４，３４４ － １，２７４，５３７

合 計 １，０１４，４２４ － ３１２，３９９，６２２

過 少 申 告 加 算 税

無 申 告 加 算 税

重 加 算 税

内２ ２

内７１ ７１

－

－

－

－

２５０

３，３５４

－

納 税 額 総 計 － － ※ ３１２，４０３，２２６

調査対象等：平成１２年分の申告所得税について、平成１３年３月３１日現在で申告所得税がある者の申告又は処理（更正・決定等）による課税事績を示
した。

用語の説明：１ 更正請求とは、納税義務者の申告した課税標準又はこれに対する税額の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大であ
るとき等一定の理由に限り、一定期間内に更正（改め直すこと）の請求をすることをいう。

２ 法第１０３条による税額とは、確定申告書の提出がないために、予定納税額が年税額となった所得税額をいう。
３ 加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がない場合において、その申告を怠った程度に応じて課する税であって一種の行政罰
の性格を有するものをいう。
!１ 過少申告加算税 … 期限内の申告が過少であった場合に課されるもの
!２ 無申告加算税 …… 申告が期限後になった場合に課されるもの
!３ 重加算税 ………… 所得の計算において事実を隠ぺい又は仮装していた場合に、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課

されるもの
（注） １ 「人員」欄の「実」は実人員を示す。

２ 加算税の「人員」欄は、延人員を掲げ、加算税の全額について異動を生じたものを内書した。

２ 申告所得税

３２



!２ 既往年分の課税状況

区 分

平 成 １１ 年 分 平 成 １０ 年 以 前 分 計

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 員
総 所 得
金 額 等

申 告 納
税 額 等

人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円

申告又は処理による
増 減 差 額

内 ３０，７９１
６１，０８３１５４，６０１，７７７ ８，６００，１５１ 内 １０，０９７２８，１１６ ９０，４９４，７４９ １０，２２３，５２８ 内 ４０，８８８８９，１９９２４５，０９６，５２６ １８，８２３，６７９

加算税の

増減差額

!
#
#
#
#
#
"
#
#
#
#
$

過少申告
加 算 税

内 １６，３４２
１６，３９８ － ４４３，７８１ 内 １２，５３３１２，６３３ － ５５１，４１２ 内 ２８，８７５２９，０３１ － ９９５，１９３

無 申 告
加 算 税

内 １１，２３３
１１，３１０ － ３１４，４８０ 内 ４，５６８

４，６３１ － ２２２，９２９ 内 １５，８０１１５，９４１ － ５３７，４０９

重加算税 内 １，０１０
１，０１２ － ２４６，８３８ 内 ３，２８７

３，３０２ － １，０２８，３１４ 内 ４，２９７
４，３１４ － １，２７５，１５２

計 内 ２８，５８５
２８，７２０ － １，００５，０９６ 内 ２０，３８８２０，５６６ － １，８０２，６５４ 内 ４８，９７３４９，２８６ － ２，８０７，７５０

合 計 － － ９，６０５，２４７ － － １２，０２６，１８２ － － ２１，６３１，４２９

調査対象等：平成１１年分以前の申告納税額がある者について、平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間に申告又は処理（更正・決定等）
による課税事績を示した。

（注） 申告又は処理による増減差額及び加算税の増減差額のそれぞれの「人員」欄は、それぞれ延人員を掲げ、本税又は加算税の全額について
異動を生じたものを内書した。

得 者 別 内 訳

農 業 所 得 者 そ の 他 事 業 所 得 者 そ の 他 所 得 者

人 員 総所得金額等 申告納税額 人 員 総所得金額等 申告納税額 人 員 総所得金額等 申告納税額

人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円

２３，１９５

７

－

－

－

－

７９，４６７，７８７

４１，０１３

－

△ ８５７

－

－

２，９７７，８７１

３，１１８

－

△ ４，３３４

－

－

４７，７０１

１２

－

－

－

－

３０５，０９２，７９４

８６，３９９

－

－

－

－

３０，５４２，０４６

１２，０８８

－

－

－

－

６９７，５５２

４８４

－

２

３

－

４，１３８，８３０，３６３

４，１２８，４８５

－

△ １３，４０４

△ ７８，９８５

－

２４３，１５３，５５１

３１５，１９５

－

△ ２，８９７

△ １１，２５０

－

※実２３，２０２ ※７９，５０７，９４３ ※２，９７６，６５５ ※実４７，７１３ ※３０５，１７９，１９３ ※３０，５５４，１３４ ※実６９８，０３１ ※４，１４２，８６６，４５９ ※２４３，４５４，５９９

２ 申告所得税

３３




